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１．事業計画の変更について
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• デマンド交通「チョイソコいながわ」については、令和４年４月から道路運送法第４条許可を経て、本格運行を開始。
• 令和６年１０月より運行エリアの再編し、運行実施に伴い、一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請書（道路
運送法第１５条第１項及び同法施行規則第１４条規定 ）及び一般乗合旅客自動車運送事業の運賃（料金）設定届出書（道路
運送法第９条及び同法施行規則第１０条規定）の提出が必要。

• 当該認可申請の審査期間は、通常２カ月を要するが、法定協議会（地域公共交通会議）で協議し、調ったことを証明するこ
とにより、１カ月に短縮される。

• 地域公共交通会議の同意を頂いた後、運行事業者（日の丸ハイヤー株式会社）に対し、「協議が調っていることの証明書」
を交付し、兵庫陸運部へ各種申請を提出。

当該事業の主な変更内容事項

現況 見直し

デマンド交通「チョイソコいながわ」の運行エリア


